
条

例 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
八
号 

 
 

 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
二
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二
十
二 

危
険
鳥
獣
（
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
危
険
鳥
獣
を
い
う
。
）
の
捕
獲
若

し
く
は
殺
傷
又
は
そ
の
補
助
に
関
す
る
作
業
の
う
ち
特
に
危
険
又
は
困
難
な
も
の
と
し
て
委

員
会
規
則
で
定
め
る
も
の 

第
二
十
二
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二
十
二 

前
項
第
二
十
二
号
の
作
業 

作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
千
六
百
四
十
円
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
作
業
の
区
分
に
応
じ
て
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額 

 
 

 

附 

則 

 
 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の

規
定
は
、
令
和
七
年
十
一
月
十
三
日
か
ら
適
用
す
る
。 
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